
議案第41号

専決処分について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第1 79条第1項の規定により､別

紙のとおり専決処分をしたので､同法同条第3項の規定により､これを本議会

に報告して承認を求める｡

平成11年　5月11日

三朝町長　吉　田　秀　光

平成1 1年5月1 1日原審承認

三朝町議各議長西村武津美



専決第　3　号

専決処分書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第1 79条第1項の規定により､三

朝町税条例の一部を改正することについて､次のとおり専決処分する0

平成11年　3月31日

三　朝　町　長　　吉　田　秀　光

三朝町条例第　号

三朝町税条例の一部を改正する条例

三朝町税条例(昭和4 5年三朝町条例第1 8号)の一部を次のように改正す

る｡

第1 9条第4号中｢(法第602条第2項及び第603条の2の2第3項にお

いて準用する場合を含む｡)若しくは第4項(法第602条第2項｣を｢若しく

は第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第60 3条の2の2第3項｣

に改める｡

第5 5条中｢同条同項本文｣を｢同項本文｣に改める｡

第5 6集中｢同条同項本文｣を｢同項本文｣に改める｡

第5 7粂各号列記以外の部分を次のように改める｡

法第348条第2項第1 0号から第1 0号の8までの固定資産について同

項本文の規定の適用を受けようとする者は､土地については第1号及び第2

号に､家屋については第3号及び第4号に､償却資産については第5号及び

第6号に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない｡こ



の場合において､当該固定資産が同項第1 0号から第1 0号の8までに規定

する事業又は施設(以下本条において｢社会福祉事業等｣という｡)を経営す

る者の所属に属しないものである場合においては､当該固定資産を当該社会

福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付

しなければならない｡

第5 8条中｢同条同項本文｣を｢同項本文｣に改める｡

第59条中｢第348条第2項第3号､第9号､第10号､第11号の3､

第11号の4又は第12号｣を｢第348条第2項第3号､第9号から第1

0号の8まで､第11号の3､第11号の4又は第12号｣に､ ｢同条同項本

文｣を｢同項本文｣に､ ｢受ける｣を｢受けていた｣に改め､ ｢無料で使用さ

せた固定資産を｣を削る｡

第9 0条第1項第1号及び第2項中｢(単身で生活する｣を｢(身体障害者

等のみで構成される世帯の｣に改める｡

第136条中｢同項第2号｣を｢法第599条第1項第2号｣に､ ｢同項第

3号｣を｢法第599条第1項第3号｣に改める｡

第140条第2項中｢(法第602粂第2項及び第603条の2の2第3項

において準用する場合を含む｡)若しくは第4項(法第6 0 2条第2項｣を｢若

しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2

第3項｣に改める｡

附則第3条の次に次の1条を加える｡

(延滞金の割合等の特例)

第3条の2　当分の間､第19条､第43条第2項､第48条第3項､第5

0条第2項､第52条､第53条の12第2項､第72粂第2項､第98

条第5項､第101条第2項､第139条第2項(第140条の7におい

て準用する場合を含む｡)及び第140粂第2項(第1 40条の7におい

て準用する場合を含む｡)に規定する延滞金の年7. 3パーセントの割合

は､これらの規定にかかわらず､各年の特例基準割合(各年の前年の1 1

月3 0日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第8 9号)第1

5条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パ

ーセントの割合を加算した割合をいう｡)が年7. 3パーセントの割合に

満たない場合には､その年中においては､当該特例基準割合(当該割合に

0･ 1パーセント未満の端数があるときは､これを切り捨てる｡)とする｡



附則第4条第1項中｢(平成9年法律第89号)｣を削り､ ｢同条｣の次に｢及

び前条｣を加える｡

附則第5条第1項中｢30万円｣を｢31万円｣に改めるo

附則第5条の2から第5条の3までを削る｡

附則第6条第1項中｢第8条の4｣を｢第8条の5｣に改め､同条第2項

を削る｡

附則第6条の2第1項中｢附則第4条の2第3項｣を｢附則第4条の3第

3項｣に改め､同条を附則第6条の3とし､附則第6条の次に次の1条を加

える｡

(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)

第6条の2　所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条

の2第2項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額(本項の規定により前

年前において控除されたものを除く｡以下本項において｢控除適用譲渡損

失金額｣という｡)は､当該納税義務者が前年1 2月3 1日において当該控

除適用譲渡損失金額に係る租税特別措置法第4 1条の5第3項第1号に規

定する買換資産に係る同条第3項第2号に規定する住宅借入金等の金額を

有する場合で､当該居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属す

る年度の翌年度の町民税について法附則第4条の2第2項に規定する居住

用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第3 6条の2第1

項又は第4項の規定による申告書(第3項第1号の規定により読み替えて

適用される同条第5項の規定による申告書を含む｡以下本項において同

じ｡)を提出した場合(町長においてやむを得ない事情があると認める場合

には､これらの申告書をその提出期限後において町民税の納税通知書が送

達される時までに提出した場合を含む｡)において､その後の年度分の町民

税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において町民税の納

税通知書が送達される時までに提出されたものを含む｡)を提出していると

きに限り､当該納税義務者が当該年度以前の年度分の町民税について当該

控除適用譲渡損失金額が生じた年の前年以前の年において生じた法附則第

4条の2第2項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額につき本項の規定

の適用を受ける場合又は受けている場合を除き､当該納税義務者の総所得

金額､退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する｡ただし､当該納

税義務者の前年の合計所得金額が3千万円を超える年度分の町民税の所得



割については､この限りでない｡

2　附則第16条の4第1項､第17条第1項又は第18条第1項の規定の

適用がある場合における前項の規定の適用については､同項中｢総所得金

額｣とあるのは､ ｢総所得金額､附則第1 6条の4第1項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額､附則第1 7条第1項に規定する長期譲渡所得の

金額､附則第1 8条第1項に規定する短期譲渡所得の金額｣とする｡

3　第1項の規定の適用がある場合には､次に定めるところによる0

(1)第3 6条の2第5項の規定の適用については､同項中｢純損失又は雑

損失｣とあるのは｢純損失若しくは雑損失又は附則第6条の2第1項に

規定する居住用財産の譲渡損失｣と､ ｢､第1項の申告書｣とあるのは

｢､第1項の申告書又は同条第1項に規定する居住用財産の譲渡損失の

金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式による申告

書｣とする｡

(2)第3 6条の3の規定の適用については､同条第1項中｢確定申告書｣

とあるのは｢確定申告書(租税特別措置法第4 1条の5第6項第3号の

規定により読み替えて適用される所得税法第1 2 3条第1項の規定によ

る申告書を含むo｣と､ ｢又は第3項から第5項まで｣-とあるのは｢､第

3項若しくは第4項又は附則第6条の2第3項第1号の規定により読み

替えて適用され'a前条第5項｣と､同条第2項中｢又は第3項から第5

項まで｣とあるのは｢､第3項若しくは第4項又は附則第6条の2第3

項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項｣とする｡

附則第7条第2項中｢係る配当所得｣の次に｢(同法第8条の2に規定

する証券投資信託の収益の分配に係る配当又は同法第8条の3第1項に規

定する公募国外証券投資信託の配当等に係るものに限る｡)｣を加える｡

附則第15条中｢第6項まで｣を｢第5項まで｣に改め､ ｢第587条の2

第1項本文又は法附則第3 1条の2｣の次に｢第1項から第3項まで｣を､ ｢第

5 8 7条第2項本文又は法附則第3 1条の2｣の次に｢第1項から第5項まで｣

を加える｡

附則第15条の2第6項中｢第8項｣を｢第9項｣に改める｡

附則第1 6条の2第2項を同条第3項とし､同条第1項中｢たばこ事業法｣

を｢平成1 1年5月1日以後に売渡し等が行われたたばこ事業法｣に改め､

｢第95条｣の次に｢及び前項｣を加え､ ｢1, 155円｣を｢1, 266円｣



に改め､同項を同条第2項とし､同条に第1項として次の1項を加える｡

平成1 1年5月1日以後に第9 2条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡

し若しくは消費等(次項において｢売渡し等｣という｡)が行われた製造たば

こに係るたばこ税の税率は､第9 5条の規定にかかわらず､当分の間､ 1, 0

00本につき2, 668円とする｡

附則第16条の4第3項第5号中｢附則第5条の2｣を｢附則第21粂第4

項｣に､ ｢同条中｣を｢同項中｣に改める｡

附則第17条第1項中｢若しくは第37条の7第4項｣を｢､第37条の7

第4項若しくは第37条の9の2第4項｣に改め､同条第2項中｢平成1 1年

度から平成1 3年度までの各年度分｣を｢平成1 2年度分及び平成1 3年度分｣

に､ ｢次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額｣を｢当該課税

長期譲渡所得金額の1 00分の4｣に改め､同項各号を削り､同条第4項第5

号中｢附則第5条の2｣を｢附則第21条第4項｣に､ ｢同条中｣を｢同項中｣

に改める｡

附則第1 7条の2第1項中｢前条第2項各号｣を｢前条第2項｣に改める｡

附則第1 7条の3第1項中｢同条第2項各号｣を｢同条第2項｣に改める｡

附則第1 9条第2項第5号中｢附則第5条の2｣を｢附則第2 1粂第4項｣

に､ ｢同条中｣を｢同項中｣に改める｡

附則に次の1条を加える｡

(個人の町民税の負担軽減に係る特例)

第2 1条　法附則第4 0条第1項に規定する抜本的な見直しを行うまでの間､

次項から第4項までに定めるところにより､個人の町民税の特例措置を講ず

る｡

2　第34条の2の規定の適用については､同条中｢及び第3項から第1 1項

まで｣とあるのは､ ｢､第3項から第1 1項まで及び法附則第40条第2項か

ら第4項まで｣とする｡

3　平成1 1年度以後の各年度分の個人の町民税に係る第3 4条の3第1項及

び第5 3条の4並びに別表の規定の適用については､第3 4条の3第1項の

表及び第53条の4の表中｢100分の12｣とあるのは｢100分の10｣

と､附則別表第3中｢5. 4%を乗じて算出した金額から396, 900円

を控除した金額｣とあるのは｢4. 5%を乗じて算出した金額から216,

000円を控除した金額｣とする｡



4　平成1 1年度以後の各年度分の個人の町民税について､法附則第4 0条第

8項及び第9項に規定するところにより控除すべき町民税に係る定率による

税額控除の額を､第3 4条の3及び第3 4条の4の規定を適用した場合の所

得割(分離課税に係る所得割を除く｡)の額から控除する｡

附　則

(施行期日)

第1粂　この条例は､平成11年4月1日から施行する｡ただし､次の各号に

掲げる規定は､当該各号に定める日から施行する｡

(1)第5 7条及び第5 9条の改正規定､附則第1 7粂第1項及び第2項､

第1 7条の2第1項並びに第1 7条の3第1項の改正規定並びに附則に

1条を加える改正規定(附則第2 1条第2項に係る部分に限る｡)並び

に附則第3条第4項並びに第4条第2項及び第3項の規定　平成1 2年

4月1日

(2)附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条第1項の

改正規定並びに次条の規定　平成1 2年1月1日

(3)附則第1 6条の2の改正規定及び附則第6条の規定　平成1 1年5月

1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条　改正後の町税条例(以下｢新条例｣という｡)附則第3条の2の規定は､

延滞金及び還付加算金のうち平成1 2年1月1日以後の期間に対応するもの

について適用し､同日前の期間に対応するものについては､なお従前の例に

よる｡

(町民税に関する経過措置)

第3条　別段の定めがあるものを除き､新条例の規定中個人の町民税に関する

部分は､平成1 1年度以後の年度分の個人の町民税について適用し､平成1

0年度分までの個人の町民税については､なお従前の例による｡

2　改正前の町税条例附則第6条第2項の規定は､平成1 1年1月1日前に行

われた租税特別措置法及び阪神･淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成1 1年法律第9号)第

1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和3 2年法律第2 6号)第4

1条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係

る新条例第3 3粂第2項の規定の適用については､なおその効力を有する｡



3　新条例附則第6条の2の規定は､平成1 2年度以後の年度分の個人の町民

税について適用し､平成1 1年度分までの個人の町民税については､なお従

前の例による｡

4　新条例附則第1 7条第1項及び第2項､第1 7条の2第1項､第1 7条の

3第1項並びに第2 1条第2項の規定は､平成1 2年度以後の年度分の個人

の町民税について適用し､平成1 1年度分までの個人の町民税については､

なお従前の例による0

5　新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第5 3条の2の規定によっ

て課する所得割をいう｡以下この項及び第7項において同じ｡)に関する部分

は､平成1 1年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職

手当等をいう｡以下この条において同じ｡)に係る分離課税に係る所得割につ

いて適用し､同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割に

いては､なお従前の例による｡

6　前項の場合において､平成1 1年中に支払うべき退職手当等で平成1 1年

4月1日(以下｢施行日｣という｡)前に支払われたものに係る新条例第53

条の8及び附則第9条第2項の規定の適用については､新条例第5 3条の8

中｢第53条の4｣とあるのは｢附則第21条第3項の規定の適用がないも

のとした場合における第5 3条の4｣と､新条例附則第9条第2項中｢第5

3条の8第1項又は第2項｣とあるのは｢町税条例の一部を改正する条例附

則第3条第6項の規定により読み替えて適用される第5 3条の8第1項又は

第2項｣と､ ｢第53条の4｣とあるのは｢附則第21条第3項の規定の適用

がないものとした場合における｢第53条の4｣と､ ｢附則別表第3｣とある

のは｢附則第2 1条第3項の規定の適用がないものとした場合における別表｣

とする0

7　平成1 1年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき

新条例第5 3条の7の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が､

当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関す

る部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項にお

いて｢改正後の町民税の退職所得割額｣という｡)を越える場合には､新条例

第5 3条の7の規定による納入申告書に､改正後の町民税の退職所得割額が

記載されたものとみなして､当該過納に係る税額の還付を当該退職手当等の

支払を受けた者に対して行うものとする｡この場合において､当該退職手当



等の支払を受けた者の未納に係る徴収金があるときは､当該過納に係る税額

は､法第1 7条の2の規定によって当該退職手当等の支払を受けた者の未納

に係る徴収金に充当する｡

8　前項前段に規定する場合には､平成1 1年中に支払うべき退職手当等で施

行日以後に支払われるものに係る新条例第5 3条の8第1項第2号の規定又

は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第5 3条の1 2第1項の規定

の適用については､これらの規定中｢徴収されたヌは徴収されるべき分離課

税に係る所得割の額｣とあるのは､ ｢徴収された又は徴収されるべき分離課税

に係る所得割の額(町税条例の一部を改正する条例の施行の目前に支払われ

た退職手当等にあっては､同条附則第3条第7項に規定する改正後の町民

税の退職所得割額)｣とする｡

(固定資産税に関する経過措置)

第4条　別段の定めがあるものを除き､新条例の規定中固定資産税に関する部

分は､平成1 1年度以後の年度分の固定資産税について適用し､平成1 0年

度分までの固定資産税については､なお従前の例による｡

2　新条例第5 7条及び第5 9条の規定は､平成1 3年度以後の年度分の固定

資産税について適用し､平成1 2年度分までの固定資産税については､なお

従前の例による｡

3　前項の規定にかかわらず､平成1 2年3月3 1日までに地方税法の一部を

改正する法律(平成1 1年法律第1 5号)による改正前の地方税法(昭和2

5年法律第2 2 6号)第3 4 8条第2項第1 0号に規定する事業又は施設の

用に供された固定資産に対して課する固定資産税については､なお従前の例

による｡

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条　新条例の規定中軽自動車税に関する部分は､平成1 1年度以後の年度

分の軽自動車税について適用し､平成1 0年度分までの軽自動車税について

は､なお従前の例による｡

(町たばこ税に関する経過措置)

第6条　平成1 1年5月1日前に課した､又は課すべきであった町たばこ税に

ついては､なお従前の例による｡


